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令和５年第２回（２月）袖ケ浦市教育委員会定例会議事録 

 

 

１ 開催日時  令和５年２月２１日（火）        午後２時４５分開会 

                            午後３時４５分閉会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市役所 旧館３階大会議室 

 

３ 出席者   

教育長 御園 朋夫 教育長職務代理者 多田 正行 

委 員 中村 伸子 委 員 髙野 隆晃 

委 員 若林 洋子 

  

４ 出席職員 

    

教育部長 小阪 潤一郎 
教育部次長 

（教育総務課長） 
渡邊 弘 

教育部参事 

（学校教育課長） 
前沢 幸雄 

教育部参事 

（生涯学習課長） 
高浦 正充 

スポーツ振興課長 鈴木 靖彦 
総合教育センター 

所長 
小藤田 信明 

学校給食センター 

所長 
島田 宏之 市民会館長  濱﨑 雅仁 

平川公民館長  中畑 浩治 長浦公民館長  塩谷 利之 

根形公民館長 大田 知司 平岡公民館長 鹿嶋 章夫 

中央図書館長 藤尾 善之 郷土博物館長 西原 崇浩 

学校教育課副参事 磯部 正史 教育総務課副参事 竹川 義治 

教育総務課総務庶 

務班長 
君塚 和枝 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 
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６ 議 題 

日程第１ 前回会議録の承認について 

 

日程第２ 今回会議録署名人の選出について 

 

日程第３ 教育長・教育部長報告 

 

日程第４ 議案 

議案第１号 袖ケ浦市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規 

則の制定について 

議案第２号 袖ケ浦市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の 

制定について 

議案第３号 袖ケ浦市立学校給食センター管理運営規則の一部を改正する規

則の制定について 

 

日程第５ 報告 

報告第１号 臨時代理の報告について（令和５年度一般会計当初予算）  

報告第２号 臨時代理の報告について（令和４年度一般会計補正予算（第９ 

号）） 

報告第３号 臨時代理の報告について（袖ケ浦市立小学校設置条例及び袖ケ 

浦市立学校体育施設の開放に関する条例の一部を改正する条例 

の制定について）    

報告第４号 臨時代理の報告について（袖ケ浦市郷土博物館設置及び管理に 

関する条例の一部を改正する条例の制定について） 

 

７ 議 事 

   日程第１ 前回会議録の承認について 

（教育長） 

   令和５年第１回袖ケ浦市教育委員会定例会の会議録の承認について、賛成の挙  

手を求めます。 

 

（教育長） 

   全員一致で承認されました。 

 

 

日程第２ 今回会議録署名人の選出について 

（教育長） 

若林洋子委員を指名します。 
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日程第３ 教育長・教育部長報告 

（教育長） 

   第２回総合教育会議（１月２５日）、第３回学校給食センター運営委員会（２月２

日）、第５回社会教育委員会議（２月３日）、第３回図書館協議会（２月６日）、生涯

学習推進大会、市民三学大学講座（２月１１日）、に出席しました。 

 

（教育部長） 

   第２回総合教育会議（１月２５日）、生涯学習推進大会、市民三学大学講座（２月

１１日）、に出席しました。 

 

 

日程第４ 議案 

議案第１号  袖ケ浦市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する 

       規則の制定について 

（教育長） 

議案第１号について事務局の説明を求めます。 

   

（学校教育課長） 

袖ケ浦市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則を制定したいの

で、袖ケ浦市教育委員会行政組織規則第５条第２号の規定により、袖ケ浦市教育委

員会の議決を求めます。提案理由は、教育委員会の権限である学齢児童・生徒の就学

及び管理のうち、転入及び転居の届出に伴う転入学通知書の交付に関する事務を住

民基本台帳の受付及び証明に関する事務を分掌する市長部局の職員に補助執行させ

るため、本規則を制定するものです。 

これまでも児童生徒の転居等については、市民課等の市長部局に依頼していたと

ころですが、しっかりと例規の中に位置づけて市長部局に依頼しようと検討した結

果、このたび提案いたしました。 

 

（教育長） 

  委員に質疑を求めます。 

 

--- 質疑なし --- 

 

（教育長） 

   議案第１号について、賛成の挙手を求めます。 

 

（教育長） 

   議案第１号は賛成全員で原案どおり議決されました。 

 



  

4 

 

議案第２号  袖ケ浦市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則 

       の制定について 

（教育長） 

議案第２号について事務局の説明を求めます。 

   

（学校教育課長） 

袖ケ浦市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正したいので、袖ケ浦市教育委 

員会行政組織規則第５条第２号の規定により、袖ケ浦市教育委員会の議決を求めま

す。提案理由は、県の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関

する条例の一部を改正する条例に基づき、市立小中学校の教育職員の時間外在校等

時間を本規則に定めた時間の範囲内とするよう適切な業務量を根拠づけるための条

文の追加、また、段階的な定年延長に伴い、新たに定年前再任用短時間勤務職員が創

設されることから、組織編成に係る定例報告様式を変更するものです。 

本規則の第４３条の２項になりますが、教育委員会は、義務教育諸学校等の教育

職員の給与等に関する特別措置に関する条例第１１条の規定により、学校の教育職

員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間の範

囲内とするため、学校の教育職員の業務の量の適切な管理を行うものするため、（１）

１箇月において４５時間（２）１の年度において ３６０時間、そして、２として、

教育委員会は、学校の教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業

務の量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わ

ざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、当該教育職員が業務を行う時間

から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の範囲内とする

ため、当該教育職員の業務の量の適切な管理を行うものとするため、先ほど説明し

た（１）から（４）としております。 

３として学校職員の勤務時間規則第３条の規定により学校の教育職員の週休日及

び勤務時間の割振りを定める場合における当該教育職員についての前２項の適用に

ついては、第１項第１号及び前項第４号中「４５時間」とあるのは「４２時間」と、

第１項第２号中「３６０時間」とあるのは「３２０時間」とします。４については前

３項に定めるもののほか、学校の教育職員の業務の量の適切な管理その他教育職員

の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定め

ることになります。 

定年前再任用短期時間勤務職員については、様式に今まで欄がなかったのですが、

改正後、年前再任用短期時間勤務職員という項目を追加しました。 

 

（教育長） 

  委員に質疑を求めます。 

 

（髙野委員） 

提案理由の中に、県の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に
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関する条例の一部を改正する条例に基づきとありますが、これから改正されるので

すか、またはもう改正されているのですか。日付も知りたいです。 

 

（学校教育課副参事） 

県の方は条例改正済みで令和３年２月の定例千葉県議会で改正となっております。 

条例の第１号の中に業務量の管理については服務管理等を行う教育委員会、市の教

育委員会がこのような項目をしっかり設けるようにという条文が加わったことに基

づき、今回追加させていただきました。 

 

（教育長） 

   議案第２号について、賛成の挙手を求めます。 

 

（教育長） 

   議案第２号は賛成全員で原案どおり議決されました。 

 

 

議案第３号  袖ケ浦市立学校給食センター管理運営規則の一部を改正する

規則の制定について 

（教育長） 

議案第３号について事務局の説明を求めます。 

   

（学校給食センター所長） 

袖ケ浦市立学校給食センター管理運営規則の一部を改正したいので、袖ケ浦市教 

育委員会行政組織規則第５条第２号の規定により、袖ケ浦市教育委員会の議決を求 

めます。提案理由は、食物アレルギーにより弁当を持参する児童生徒が牛乳のみの 

提供を受けられるよう、新たな料金を設定するにあたり、関係規則の一部を改正し 

ようとするものです。 

まずは第８条ですが、内容について変更はありません。「１ケ月」を「１ 

 か月」に変えるものです。第２号について、牛乳の提供を受けない児童生徒又は飲用 

 の牛乳のみ提供を受ける児童生徒につきましての給食費の料金を新たに設定するも 

のです。牛乳の提供を受けない小学生は、１か月２，９００円、中学生は１か月  

３，６５０円また、牛乳飲み提供を受ける小中学生は１か月１，０００円と設定する

ものとします。第９条については、給食費の日額を設定するものです。牛乳の提供を

受けない小学生は１６６円、中学生は２０８円また、牛乳のみ提供を受ける小中学生

においては５６円の設定をします。そして、第１０条については、牛乳のみの提供と

は直接関係はありません。長期欠席をしている児童生徒において給食費の精算する

にあたって、翌月以降に精算できるように規則を改正するものです。「の給食費にて」

を「に」に改めることにより、速やかな、月途中で長期欠席した児童生徒の給食費の

精算ができるように規則を改正するものです。 
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（教育長） 

  委員に質疑を求めます。 

 

（髙野委員） 

第９条第３項の中に牛乳の値段が５６円と記載していますが、単価が上がった場 

合はその都度改正していくのですか。 

 

（学校給食センター所長） 

単価につきましては、年々少しずつ上がっています。昨年度の物価上昇を見ると

次年度も上がっていきますし、今後下がっていくことは考えにくいと思いますが、

全体的なバランスを見ながら、できるだけ実費の中でと考えています。単価が１円

２円上がったからすぐに改正するというようなことは考えておりません。 

 

（教育長） 

   議案第３号について、賛成の挙手を求めます。 

 

（教育長） 

   議案第３号は賛成全員で原案どおり議決されました。 

 

 

日程第５ 報告 

報告第１号 臨時代理の報告について（令和５年度一般会計当初予算） 

（教育長） 

報告第１号について事務局の説明を求めます。 

   

（教育総務課副参事） 

令和５年度一般会計当初予算について、袖ケ浦市教育委員会行政組織規則第６条

第１項の規定により臨時代理したので、同条第２項の規定により報告します。本件

は、令和５年第１回袖ケ浦市議会定例会に付議する教育委員会に係る予算議案につ

いて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、市長から

意見を求められたもので、教育委員会の議決を要する案件でありますが、急施を要

したため、臨時代理を行ったものです。 

令和５年度の教育部全体における当初予算の歳出合計は、対前年度比として

777,394 千円増の 2,720,088 千円となっております。これに関係する関連歳入につき

ましては、歳出と同様に対前年度比として 453,566 千円増の 865,091 千円となって

おります。 

 

報告第２号 臨時代理の報告について（令和４年度一般会計補正予算（第９

号）） 
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（教育長） 

報告第２号について事務局の説明を求めます。 

   

（教育総務課副参事） 

令和４年度一般会計補正予算（第９号）について、袖ケ浦市教育委員会行政組織規 

則第６条第１項により、臨時代理したので、同条第２項の規定により報告します。 

本件は、令和５年第１回袖ケ浦市議会定例会に付議する教育委員会に係る予算議案に 

ついて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、市長から 

意見を求められたもので、教育委員会の議決を要する案件でありますが、急施を要し 

たため、臨時代理を行ったものです。 

歳入の主なものは、教育総務課で市債により平岡公民館の改修工事を行っていま

すが、工事費用が減額となり、これに伴い借り入れる金額も減額しましたので今回

補正計上しました。次に、学校教育課で今回寄附金があり、広報にも掲載されました

が、露﨑信夫氏からの寄附になります。学校給食センターの中学校給食費負担金に

ついては、生徒数が当初見込より少なかったため減額、そして県からの支出金につ

いては拡大後、第３子以降給食費免除人数が見込より少なかったため減額の計上を

しました。また、生涯学習課の国庫支出金で、市内遺跡発掘調査・史跡等購入費とも

減額となっています。諸収入につきましても、埋蔵文化財発掘調査事業の中で、調査

の未受託や調査経費の減額と計上しています。市民会館・公民館等につきましては、

使用料の減や自動販売機の売上の減等、根形公民館の改修事業につきましては、財

源構成の変更に伴う減額となっています。 

歳出の主なものは、教育総務課の小学校管理工事費で、昭和小学校のエアコン更

新工事、社会教育施設吊天井等耐震対策事業では入札執行残に伴う減額、車両維持

管理費では、200 千円の増額となります。学校教育課の車両維持管理費については、

中川幼稚園送迎バスに子どもの置き去りを検知する安全装置を設置するために急遽、

600千円の増額としました。なお、市長部局の関連予算として、市民子育て部所管の

保育所も同様に安全装置を設置する予定です。学校給食センターの共同調理事業に

ついては、主に食材料費の約 7,000 千円減となっております。生涯学習課の山野貝

塚保存活用事業については、用地が取得できなかったことによる減額としておりま

す。 

 

 

報告第３号 臨時代理の報告について（袖ケ浦市立小学校設置条例及び袖ケ

浦市立学校体育施設の開放に関する条例の一部を改正する条例

の制定について） 

（教育長） 

報告第３号について事務局の説明を求めます。 
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（教育部次長（教育総務課長）） 

袖ケ浦市立小学校設置条例及び袖ケ浦市立学校体育施設の開放に関する条例の一 

部を改正する条例の制定について、袖ケ浦市教育委員会行政組織規則第６条第１項 

により臨時代理したので、同条第２項の規定により報告します。本件は、令和５年 

第１回袖ケ浦市議会定例会に付議する教育委員会に係る条例の制定について、地方 

教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、市長から意見を求め 

られたもので、教育委員会の議決を要する案件ですが、急施を要したため、臨時代 

理を行ったものです。 

内容は、幽谷分校が令和５年３月３１日を以って閉校されるということに伴って 

条例改正が必要になったものです。袖ケ浦市立小学校設置条例の第３条に幽谷分校

の規定がありましたが、削除するものです。また、袖ケ浦市立学校体育施設の開放に

関する条例の別表第２に平岡小学校幽谷分校体育館に関する記述がありますが、改

正後は削除していくものです。なお、幽谷分校に関する教育委員会規則及び教育委員

会の要綱につきましては、３月の定例会で改正の議案として付議する予定です。 

 

 

報告第４号 臨時代理の報告について（袖ケ浦市郷土博物館設置及び管理に 

関する条例の一部を改正する条例の制定について） 

（教育長） 

報告第４号について事務局の説明を求めます。 

   

（郷土博物館長） 

袖ケ浦市郷土博物館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて、袖ケ浦市教育委員会行政組織規則第６条第１項により、臨時代理したので、 

同条第２項の規定により報告します。本件は、令和５年第１回袖ケ浦市議会定例会 

に付議する教育委員会に係る条例の制定について、地方教育行政の組織及び運営に 

関する法律第２９条の規定により、市長から意見を求められたもので、教育委員会 

の議決を要する案件ですが、急施を要したため、臨時代理を行ったものです。 

令和５年４月１日に博物館法の一部が改正されるのに伴い、袖ケ浦市郷土博物館

設置及び管理に関する条例の一部を改正しようとするものです。まず、第１条の名

称を正式名称に改め、第２条では今回の改正に伴い、言語の整理を行うこととしま

す。第４条では博物館法の改正に伴い、博物館協議会の要項が一致していないため

改正を行うこととします。 

この条例は令和５年４月１日から施行するものです。 

 

以上 

 

 


